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　福岡県告示第361号

　福岡県青少年健全育成条例（平成７年福岡県条例第46号）第16条第１項の規定に基づ

き、次の図書類を青少年に有害な図書類として指定したので、同条第６項の規定により

告示する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第362号

　漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第５項において準用する同法第105条

の２第３項の規定による次の届出に係る特定第２号漁業者の同意は、同法第108条第２項

に規定する要件に適合すると認められるので、同条第５項において準用する同法第105条

の２第４項の規定により公示する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　発起人の住所及び氏名並びに区域及び区分

　福岡県告示第363号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

元年10月18日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第364号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

元年10月18日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第365号

　農林水産大臣から、次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので、森

林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林予定森林の所在場所

種類 題　　名 図書番号等 発行所 指定理由

図書 １ アリエナイ理科ノ
大事典［改訂版］

ISBN978︲
4︲86673︲
142︲1

株式会社三才ブッ
クス

青少年の残虐性を
著しく助長し、又
は青少年の非行を
誘発し、若しくは
助長し、その健全
な育成を阻害する
おそれがあるため�
。

住　　所 氏　　名 区　　　域
（漁業共済の加入区の名称） 区　分

福岡市東区大
字志賀島
同上

船越　元司

中島　利幸

福岡市漁業協同組合の地区の
うち
旧志賀島漁業協同組合の地区
（志賀島加入区）

小型特定漁業、小型一般漁
業及び小型定置網漁業

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

福　岡
町川原
赤　間��線

古賀市莚内791番１先から
古賀市莚内1512番先まで

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

田　川 322 号 田川郡香春町大字採銅所1253番６先から
田川郡香春町大字採銅所3257番４先まで
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　　朝倉市杷木赤谷字中山76、朝倉郡東峰村大字福井字屋敷2852、2855から2857まで

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　�　字中山76（次の図に示す部分に限る。）、字屋敷2855、2852・2856・2857（以

上３筆について次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

　　ウ�　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課並びに朝倉市役所及び東峰村役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第366号

　農林水産大臣から、次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので、森

林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林予定森林の所在場所

　�　朝倉市杷木赤谷字中山114の２、朝倉郡東峰村大字福井字山ノ神2691から2693まで（

以上３筆について次の図に示す部分に限る。）

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　字中山114の２（次の図に示す部分に限る。）、字山ノ神2691から2693まで

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

　　ウ�　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課並びに朝倉市役所及び東峰村役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第367号

　農林水産大臣から、次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので、森

林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林予定森林の所在場所

　　朝倉市佐田字大庭ノ元5158、5161から5164まで

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　字大庭ノ元5161から5163まで、5164（次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

　　ウ�　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種
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　公告

　次のとおり福岡県自動車税種別割納税通知書作成テストプリント業務委託に係る提案

を募集します。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　提案の内容

　�　福岡県自動車税種別割納税通知書テストプリント業務委託に係る提案（詳細は、「

福岡県自動車税種別割納税通知書作成テストプリント業務委託に伴う企画提案競技実

施要領（以下「企画提案競技実施要領」という。）」によるほか、説明会を開催する

。）

２　提案資格

　　次に掲げる要件の全てを満たしていることを条件とする。

　⑴�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再

生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者

であること。

　⑵　県内に事業所を有する者であること。

　⑶�　福岡県暴力団排除条例（平成21年福岡県条例第59号）に基づく暴力団員及び暴力

団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

３　手続等

　⑴　事務を担当する部局の名称

　　　福岡県総務部税務課直税第二係

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　電話番号　092－643－3067

　⑵　企画提案競技実施要領の交付

　　ア　期間

　　　�　この公告の日から令和元年11月15日（金）までの福岡県の休日を定める条例（

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第368号

　農林水産大臣から、次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので、森

林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林予定森林の所在場所

　�　朝倉市佐田字田ノ元4787、4789、4794、4802の１、4803、4804、字中村4967の２、

4971、4972、4975、4977の１、4970・4973（以上２筆について次の図に示す部分に限

る。）

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　�　字田ノ元4789、4787・4794・4802の１・4803・4804（以上５筆について次の図

に示す部分に限る。）、字中村4970、4972、4973、4971・4975・4977の１（以上

３筆について次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

　　ウ�　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。）

公　　　告
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　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　ダイレックス白水店

　⑵　所在地　春日市上白水四丁目54番地

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　ダイレックス春日店

　⑵　所在地　春日市昇町七丁目66番地

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和元年10月18日

平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日

」という。）を除く毎日、午前９時00分から午後５時00分まで

　　イ　場所

　　　　⑴の部局とする。

　　ウ　方法

　　　　無料で直接交付する。

　⑶　説明会

　　ア　日時

　　　　令和元年10月28日（月）午後2時00分から午後3時30分まで

　　イ　場所

　　　　〒812－8542

　　　　福岡市博多区博多駅東一丁目17番１号

　　　　福岡東総合庁舎１階１号会議室

　　ウ　その他

　　　　出席者は１社につき３名までとする。事前予約は不要

　⑷　提案書の提出

　　ア　期限

　　　　令和元年11月15日（金）午後５時00分まで

　　イ　場所

　　　　⑴の部局とする。

　　ウ　方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　直接持参すること（ただし、県の休日には受領しない。）。

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。
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１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　ダイレックス宗像店

　⑵　所在地　宗像市赤間三丁目250番１　外12筆

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　ダイレックス東福間店

　⑵　所在地　福津市津丸字桜1120番３　外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　夜須ショッピングセンター

　⑵　所在地　朝倉郡筑前町篠隈字近牟田327番１

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　ダイレックス那珂川店

　⑵　所在地　那珂川市片縄北六丁目798番６　外４筆

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
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　⑴　名　称　ミスターマックス大牟田ショッピングセンター

　⑵　所在地　大牟田市馬渡町１－１

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第２項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　ダイレックス白水店

　⑵　所在地　春日市上白水四丁目54番地

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　⑴　環境課　生活環境担当

　　�　店舗周辺の都市計画法上の用途地域は、第１種住居地域及び近隣商業地域であり

、店舗から発生する騒音等が周辺地域へ与える影響は少ないと推察されますが、閉

店時刻が午後10時に延長されていることもあり、駐車場等での騒音等に対する周辺

住民への配慮、及び繁忙期など混雑が見込まれる際の交通整理員を配置することに

よる騒音発生の抑制など、騒音対策の遵守をお願いします。住民からの苦情等が発

生した際には、誠意ある対応をお願いします。

　⑵　環境課　ごみ減量担当

　　�　延床面積が1,000㎡以上で年間の可燃ごみの排出量が12ｔを超える場合は、春日市

廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則第４条に規定する多量排出事業者

に該します。該当した場合は、廃棄物の減量計画書提出等の義務が生じます。

　⑶　都市計画課　計画担当

　⑴　名　称　�ヒマラヤスポーツ＆ゴルフくりえいと宗像店・ダイレックスくりえいと

宗像店

　⑵　所在地　宗像市くりえいと二丁目１番７号

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　ダイレックス小郡店

　⑵　所在地　小郡市小郡中尾694－１

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第２項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地
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　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定によ

り、久留米市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　基準点復旧測量

　２　測量の実施地域及び期間

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、北九州市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　３級基準点測量（１点）

２　測量の実施地域及び期間

　　�　設置する駐車場が、一般公共の用に供するものであり、自動車（自動２輪も含む

）の駐車マスの合計面積が500㎡以上の場合は届出が必要となる場合があります。

　⑷　道路管理課　道路管理担当

　　�　駐車場への出入りによる道路上の交通渋滞が発生すると見込まれる日には、交通

誘導員を配置するなどの交通渋滞対策をお願いします。

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定によ

り芦屋町長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条にお

いて準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量

２　測量の実施地域及び終了年月日

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第５条に規定する公共測量を次のように実施するので

、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量　２級基準点測量　２点

２　測量の実施地域及び期間

実　　　施　　　地　　　域 終　了　年　月　日

遠賀郡芦屋町北部 令和元年９月 10 日

実　　　施　　　地　　　域 実　施　期　間

遠賀郡遠賀町大字若松 令和元年 10 月１日から
令和元年 10 月 31 日まで

実　　　施　　　地　　　域 終　了　年　月　日

久留米市三潴町田川　地内 令和元年９月 20 日から
令和元年 10 月 20 日まで

実　　　施　　　地　　　域 終　了　年　月　日

北九州市八幡西区京良城町 令和元年９月 25 日から
令和元年 11 月 29 日まで
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　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　筑紫野市大字阿志岐158番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　八女市忠見577番１

　　篠原　克樹

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　筑紫野市大字阿志岐158番１

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福岡市城南区片江三丁目16番17号

　　井上　邦広　　井上　瑞穂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　小郡市井上字東道南906番１及び906番５

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　筑紫野市二日市南二丁目14番12号　クリスィーム長野201号

　　臼井　千春

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　小郡市美鈴が丘一丁目５番１及び５番８から５番16

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　福岡市博多区博多駅前三丁目５番７号

　　西日本鉄道　株式会社

　　代表取締役　倉富　純男

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　�　糟屋郡宇美町大字宇美字打尾1271番14、1271番15、1283番２及び1283番30並びにこ

れらの区域内の道路である国、町有地の一部

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　福岡市東区多の津一丁目５番２号

　　株式会社タムラ

　　代表取締役社長　田村　康宏
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５　審査の申請手続及び受付期間

　⑴　審査の申請手続

　　ア　提出書類

　　　○�　審査申請書（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦

３センチメートル、横2.4センチメートルの写真を貼付したもの）

　　　○�　審査自動車を運転することができる運転免許証（仮運転免許証を除く。）両

面の写し

　　　○　次の表に掲げる審査手数料（福岡県領収証紙によること。）

　　　○�　規則第17条及び附則による審査細目の一部を免除される者に該当する場合は

、これを証明する書面

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県京

築地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同意を得たので、同条第７項の規定により

次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、当該計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課におい

て縦覧に供する。）

　　令和元年10月18日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

福岡県公安委員会告示第235号

　道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第99条の２第４項第１号イ

の規定に基づき、技能検定員審査を実施するので、技能検定員審査等に関する規則（平

成６年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」という。）第２条の規定により、次の

ように公示する。

　　令和元年10月18日

福岡県公安委員会　　

１　審査の種類

　　技能検定員審査

２　審査に係る運転免許の種類

　　法第84条第３項及び第４項に規定する運転免許の種類とする。

　�　ただし、小型特殊免許、原付免許、大型特殊第二種免許及び牽
けん

引第二種免許を除く

。

３　審査の方法

　　規則第４条第１項又は同条第２項に規定する審査方法によって実施する。

４　審査の実施年月日時、場所等

公安委員会

日　　　　時 項目 場　　　　　　所 審査種別

令和元年11月18日（月曜日）
午前９時00分から午後３時00
分まで

知識
福岡市中央区天神四丁目４番27号
ベストアメニティ天神ビル
福岡県指定自動車学校協会令和元年11月19日（火曜日）

午前９時00分から午後３時00
分まで

令和元年11月25日（月曜日）
午前９時00分から午後４時00
分まで

技能

みやま市瀬高町長田3539番地４
瀬高自動車学校

普通及び普通第二
種免許

令和元年11月26日（火曜日）
午前９時00分から午後４時00
分まで

北九州市八幡西区御開三丁目38番
１号
八幡自動車学校

大型、中型、準中
型
大型特殊、牽

けん

引
いん

大型二輪、普通二
輪大型第二種及び
中型第二種免許

審査に係る運転免許の種類 審査手数料の額

大型免許、中型免許及び準中型免許 23,400 円

普通免許 19,500 円

大型二輪免許、普通二輪免許、大型特殊免許及び牽
けん

引免許 14,700 円

大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許 21,500 円
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　福岡県収用委員会告示第２号

　平成31年２月15日付け福岡県収用委員会告示第11号で公告した市道下町・西福童16号

線改築工事（福岡県小郡市小郡字町口地内から同市福童字東内畑地内まで）に係る裁決

手続開始の決定について、次のとおり更正したので、公告する。

　　令和元年10月18日

福岡県収用委員会　　

１　起業者の名称

　　小郡市

２　事業の種類

　�　市道下町・西福童16号線改築工事（福岡県小郡市小郡字町口地内から同市福童字東

内畑地内まで）

３　裁決手続の開始を決定した土地の所在、地番、地目及び地積

　（注）�　地積は、起業者が土地収用法第36条及び第37条第１項の規定により作成した

土地調書に基づくものである。

４　土地所有者の氏名及び住所

　　別表のとおり

５　土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の種類

　　佐藤　忠美

　　福岡県小郡市福童487番地２

　　土地使用借権

　　　　※　審査申請書は、福岡県警察本部交通部運転免許試験課で交付する。

　　　　　�　郵便により審査申請書を請求する場合は、宛先及び郵便番号を明記し、84

円切手を貼付した返信用封筒を必ず同封すること。

　　　　※�　審査申請書を受理した後は、理由の如何にかかわらず審査手数料の返還は

行わない。

　　イ　提出先

　　　　福岡県警察本部交通部運転免許試験課教習所係

　　　※　郵送による審査申請を行う場合は、必ず郵便書留によること。

　⑵　受付期間

　　ア�　審査申請の受付期間は、公示の日から令和元年11月８日（金曜日）まで（福岡

県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）に規定する県の休日を除く

。）の午前８時30分から午後５時15分までとする。

　　イ�　郵送による審査申請の申込みは、公示の日から令和元年11月７日（木曜日）ま

での消印があるものを有効とする。

６　その他

　⑴�　審査を受ける際は、自動車運転免許証（仮運転免許証を除く。）を携帯しておく

こと。

　⑵�　第二種免許に係る審査を受審する者は、当該第二種免許に対応する第一種免許に

係る技能検定員資格者証を受けていること。

　⑶　審査に合格した者に対しては、技能検定員審査合格証明書を交付する。

　⑷�　審査に合格した者であっても、法第99条の２第４項第２号イからホまでのいずれ

かに該当する者は、技能検定員資格者証の交付を受けることはできない。

　⑸�　審査手続等の問い合わせは、福岡県警察本部交通部運転免許試験課教習所係に対

して行うこと。

連 絡 先　福岡県警察本部交通部運転免許試験課教習所係

　　　　　　　　　　　　　郵便番号　811－1392

　　　　　　　　　　　　　所 在 地　福岡市南区花畑四丁目７番１号

　　　　　　　　　　　　　電話番号　092－566－2892

収用委員会

土地の所在 地　番 地　目 地　積　〔（　）は公簿地積〕

福岡県小郡市
福童字法司

134 番１ 雑種地 246.85（260）平方メートルのうち、収
用しようとする土地の面積 17.11 平方
メートル、使用しようとする土地の面積
7.35 平方メートル

134 番２ 墓　地 47.05（62）平方メートルのうち、収用
しようとする土地の面積 47.05 平方メー
トル
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氏
名

住
所

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
成
清
　
一
誠

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
浅
井
　
秀
美

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
伴
　
和
夫

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
古
賀
　
静
子

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
古
賀
　
則
男

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
古
賀
　
明
子

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
藥
内
　
眞
由
美

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
永
田
　
榮
子

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
永
田
　
誠
一

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
永
田
　
昭
二

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
永
田
　
梅
夫

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
古
賀
　

美
子

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
松
本
　
裕
子

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
古
賀
　
圭
子

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
石
丸
　
美
智
子

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
石
丸
　
裕
子

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
石
丸
　
順
子

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
森
山
　
幸
嗣

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
森
山
　
裕
子

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
森
山
　
孝

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
森
山
　
昌
子

登
記
名
義
人
　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人
　
伴
　
弘
臣

佐
藤
　
忠
美

2
3

福
岡
市
早
良
区
南
庄
六
丁
目
２
番
２
号

1
3
4
4
分
の

2
4

2
1

大
阪
府
茨
木
市
学
園
町
５
番
１
－
１
１
０
３
号

1
3
4
4
分
の

6

2
2

山
口
県
周
南
市
大
神
一
丁
目
１
３
番
４
１
号

1
3
4
4
分
の

6

1
9

福
岡
県
久
留
米
市
津
福
本
町
５
６
番
地
５

1
3
4
4
分
の

2
4

2
0

山
口
県
周
南
市
大
神
一
丁
目
１
３
番
４
１
号

1
3
4
4
分
の

1
2

1
7

東
京
都
港
区
赤
坂
七
丁
目
５
番
３
４
－
５
２
５
号

イ
ン
ペ
リ
ア
ル
赤
坂
フ
ォ
ラ
ム

1
3
4
4
分
の

1
2

1
8

５
７
 
 
H
i
g
h
l
a
n
d
s
 
 
W
a
y
 
 
W
h
i
t
e
p
a
r
i
s
h

S
a
l
i
s
b
u
r
y
 
 
W
i
l
t
s
h
i
r
e
 
 
S
P
５
 
 
２
S
Z
 
 
U
K

1
3
4
4
分
の

1
2

1
5

福
岡
県
小
郡
市
二
森
３
８
７
番
地
７

1
3
4
4
分
の

3

1
6

東
京
都
港
区
赤
坂
七
丁
目
５
番
３
４
－
５
２
５
号

イ
ン
ペ
リ
ア
ル
赤
坂
フ
ォ
ラ
ム

1
3
4
4
分
の

2
4

1
3

福
岡
県
小
郡
市
二
森
３
８
７
番
地
７

1
3
4
4
分
の

6

1
4

福
岡
県
小
郡
市
八
坂
２
番
地
２
６

1
3
4
4
分
の

3

1
1

福
岡
県
小
郡
市
大
保
１
６
１
９
番
地
７

1
3
4
4
分
の

2

1
2

福
岡
県
久
留
米
市
合
川
町
１
３
２
１
番
地
１

1
3
4
4
分
の

2

9
福
岡
県

小
郡
市
福
童
２
４
９
３
番
地
１

1
3
4
4
分
の

6

1
0

福
岡
県
小
郡
市
福
童
２
４
９
３
番
地
１

1
3
4
4
分
の

2

7
福
岡
県

小
郡
市
福
童
２
４
９
８
番
地
２

1
3
4
4
分
の

4

8
佐
賀
県

鳥
栖
市
布
津
原
町
６
１
番
地

県
営
宿

町
住
宅
B
棟
６
－
６
３
２

1
3
4
4
分
の

4

5
東
京
都

世
田
谷
区
奥
沢
五
丁
目
２
５
番
２
号

シ
テ
ィ

コ
ー
ポ
自
由
が
丘
１
０
２

1
3
4
4
分
の

1
2

6
福
岡
県

小
郡
市
福
童
２
４
９
８
番
地
２

1
3
4
4
分
の

4

3
静
岡
市

清
水
区
草
薙
二
丁
目
２
７
番
１
３
号

1
3
4
4
分
の

8

4
福
岡
県

小
郡
市
福
童
２
４
０
９
番
地
２

1
3
4
4
分
の

3
2

別
表

持
分

1
福
岡
県

小
郡
市
福
童
４
８
７
番
地
２

4
分
の

1

2
福
岡
市

西
区
拾
六
町
四
丁
目
２
番
５
号

1
3
4
4
分
の

8
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登
記
名
義
人

　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人

　

　
ト
モ
子

登
記
名
義
人

　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人

　
矢
野
　
俊
邦

登
記
名
義
人

　
伴
　
新
太
郎

法
定
相
続
人

　
吉
田
　
貞
子

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
善
次
郎

法
定
相
続
人

　
佐
藤
　
文
吾

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
善
次
郎

法
定
相
続
人

　
野
田
　

子

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
善
次
郎

法
定
相
続
人

　
平
田
　
幹

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
善
次
郎

法
定
相
続
人

　
佐
藤
　
未
登

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
善
次
郎

法
定
相
続
人

　
草
場
　
忠
好

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
善
次
郎

法
定
相
続
人

　
森
田
　
春
美

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
乾
太
郎

法
定
相
続
人

　
田
村
　
浩
子

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
乾
太
郎

法
定
相
続
人

　
髙
木
　
明
子

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
乾
太
郎

法
定
相
続
人

　
田
村
　
昌
寛

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
乾
太
郎

法
定
相
続
人

　
山
内
　
和
代

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
乾
太
郎

法
定
相
続
人

　
磯
野
　
順
子

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
乾
太
郎

法
定
相
続
人

　
白
水
　
佳
世
子

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
乾
太
郎

法
定
相
続
人

　
山
﨑
　
築
士

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
乾
太
郎

法
定
相
続
人

　
山
﨑
　
昌
子

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
乾
太
郎

法
定
相
続
人

　
庵
原
　
と
よ
子

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
乾
太
郎

法
定
相
続
人

　
山
﨑
　
美
津
子

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
乾
太
郎

法
定
相
続
人

　
杉
村
　
弘
明

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
乾
太
郎

法
定
相
続
人

　
溝
口
　
美
惠
子

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
乾
太
郎

法
定
相
続
人

　
本
間
　
千
里

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
乾
太
郎

法
定
相
続
人

　
楠
　
ク
ニ
カ

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
乾
太
郎

法
定
相
続
人

　
西
岡
　
佳
世
子

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
乾
太
郎

法
定
相
続
人

　
宮
﨑
　
富
久
子

4
8

北
九
州
市
八
幡
東
区
羽
衣
町
５
番
３
１
号

6
7
2
0
分
の

1
1
2

4
5

神
奈
川
県
大
和
市
深
見
３
２
１
３
番
地
６

6
7
2
0
分
の

5
6

4
6

佐
賀
県
鳥
栖
市
轟
木
町
１
５
７
４
番
地

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
「
か
が
や
き
の
里
」
と
ど
ろ
き

6
7
2
0
分
の

2
2
4

4
7

福
岡
県
田
川
郡
糸
田
町
１
８
１
３
番
地
３
３

6
7
2
0
分
の

2
2
4

4
3

横
浜
市
瀬
谷
区
瀬
谷
三
丁
目
９
番
地
の
６

6
7
2
0
分
の

5
6

4
4

千
葉
市
稲
毛
区
宮
野
木
町
８
３
５
番
地
１
０
６

6
7
2
0
分
の

5
6

4
1

福
岡
市
東
区
千
早
三
丁
目
１
番
２
３
－
８
０
７
号

6
7
2
0
分
の

8
0

4
2

福
岡
市
早
良
区
百
道
二
丁
目
１
番
１
０
１
４
号

6
7
2
0
分
の

8
0

3
9

福
岡
県
筑
紫
野
市
大
字
原
田
２
１
３
２
番
地

6
7
2
0
分
の

2
4

4
0

福
岡
県
筑
紫
野
市
大
字
原
田
２
１
３
２
番
地

6
7
2
0
分
の

8
0

3
7

佐
賀
県
鳥
栖
市
蔵
上
町
５
６
０
番
地

6
7
2
0
分
の

2
4

3
8

福
岡
県
春
日
市
春
日
十
丁
目
５
３
番
地
３

6
7
2
0
分
の

2
4

3
5

福
岡
市
南
区
大
橋
三
丁
目
８
番
５
号

6
7
2
0
分
の

2
1

3
6

福
岡
市
早
良
区
大
字
西
油
山
２
１
４
番
地

6
7
2
0
分
の

2
4

3
3

福
岡
市
南
区
大
橋
三
丁
目
８
番
５
号

6
7
2
0
分
の

1
2
6

3
4

福
岡
市
中
央
区
赤
坂
一
丁
目
１
４
番
２
５
号

6
7
2
0
分
の

2
1

3
1

福
岡
市
早
良
区
室
住
団
地
７
０
番
１
０
８
号

7
2
分
の

3

3
2

福
岡
市
南
区
多
賀
二
丁
目
９
番
９
３
４
号

7
2
分
の

3

2
9

千
葉
県
八
千
代
市
大
和
田
新
田
１
０
５
４
番
地
７

ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
西
八
千
代
５
１
９
号

7
2
分
の

2

3
0

住
所
不
明

7
2
分
の

4

2
7

住
所
不
明

7
2
分
の

4

2
8

福
岡
県
福
津
市
光
陽
台
二
丁
目
４
番
地
の
５

7
2
分
の

2

2
5

福
岡
県
久
留
米
市
城
南
町
８
番
地
２
４

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ル
Ⅱ
３
０
１
号

1
3
4
4
分
の

4
8

2
6

住
所
不
明

1
3
4
4
分
の

4
8

2
4

福
岡
県
筑
紫
野
市
紫
二
丁
目
４
番
１
－
３
０
５
号

1
3
4
4
分
の

2
4
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登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
乾
太
郎

法
定
相
続
人

　
宮
﨑
　
由
紀
子

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
乾
太
郎

法
定
相
続
人

　
宮
﨑
　
洋
一

登
記
名
義
人

　
佐
藤
　
乾
太
郎

法
定
相
続
人

　
楠
　
ミ
ヨ
子

登
記
名
義
人

　
佐
藤
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　福岡県収用委員会告示第３号

　土地収用法（昭和26年法律第219号）第65条第１項第１号に基づく次の者に送達すべき

書類は、当収用委員会担当課（福岡県県土整備部用地課）において保管しており、いつ

でも交付するので、その受領方申し出てください。

　なお、当該書類を受領しないときは、令和元年11月８日をもって当該書類の送達があ

ったものとみなされます。

　　令和元年10月18日

福岡県収用委員会　　

１　事件名

　　平成30年度福収権第８号事件及び平成30年度福収明第８号事件

２　事業名

　�　市道下町・西福童16号線改築工事（福岡県小郡市小郡字町口地内から同市福童字東

内畑地内まで）

３　送達を受けるべき者

　　佐藤　未登

　　住所不明

４　送達すべき書類

　　令和元年10月７日付30福収第15号－15「損失の補償に関する意見の確認について」




